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公布された条例等のあらまし

（規則第58号）◇青年農業者初期経営安定資金貸与規則を廃止する規則

１ 規則の概要

青年農業者初期経営安定資金貸与規則は、廃止することとした。

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

規 則

青年農業者初期経営安定資金貸与規則を廃止する規則をここに公布する。

平成27年10月16日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第58号

青年農業者初期経営安定資金貸与規則を廃止する規則

青年農業者初期経営安定資金貸与規則（平成16年島根県規則第57号）は、廃止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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